
第130期

定時株主総会
招集ご通知

202６年６月25日（木曜日）午後１時
[受付開始：12時（正午）]

開催日時

京都府綾部市青野町膳所１番地
当社本社講堂

開催場所

第１号議案　剰余金の処分の件
第2号議案　取締役9名選任の件
第3号議案　補欠監査役１名選任の件

決議事項

株主総会のお土産はご用意しておりません。証券コード：3002

グンゼ株式会社
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証券コード 3002
2026年６月３日

（電子提供措置の開始日 2026年６月２日）
株 主 各 位

京都府綾部市青野町膳所１番地
グンゼ株式会社

代表取締役社長 佐口 敏康
第130期 定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
さて、当社第130期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申しあげます。
本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）に

ついて電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトに「第130期 定時株
主総会招集ご通知」及び「第130期定時株主総会招集ご通知に際しての法令及び定款に基づく交
付書面省略事項」として電子提供措置事項を掲載しておりますので、以下の当社ウェブサイトに
アクセスの上、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

当社ウェブサイト https://www.gunze.co.jp/ir/shareholders/meeting/

電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも
掲載しておりますので、以下の東証ウェブサイトにアクセスして、銘柄名に「グンゼ」又は証券
コードに「3002」を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／ＰＲ情報」を選択の上、ご確認く
ださいますようお願い申しあげます。

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

株主の皆様におかれましては、当日出席いただくほか、インターネット又は書面により議決権
を行使することができますので、後記「議決権行使についてのご案内」をご参照の上、2026年
６月24日（水曜日）午後５時までに議決権をご行使いただきますようお願い申しあげます。

敬 具
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記
１．日 時 2026年６月25日（木曜日）午後１時［受付開始：12時（正午）］
２．場 所 京都府綾部市青野町膳所１番地 当社本社講堂
３．目 的 事 項

報 告 事 項 １．第130期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）事業報告、連
結計算書類及び計算書類の内容報告の件

２．会計監査人及び監査役会の第130期（2025年４月１日から2026年３
月31日まで）連結計算書類監査結果報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役９名選任の件
第３号議案 補欠監査役１名選任の件

以 上

■ 書面交付請求されていない株主様には、株主総会参考書類と事業報告の一部を併せた書面をご送付しており

ます。また、書面交付請求された株主様には、法令及び当社定款の定めに従い、電子提供措置事項を記載し

た書面をご送付しております。当日ご出席の株主様におかれましては、電子提供措置事項の書面交付は行い

ません。必要な株主様は、お手元の書面又はウェブサイトより電子提供措置事項を印刷いただき、ご持参い

ただきますようお願い申しあげます。

■ 電子提供措置事項を記載した書面において、事業報告の「会社の新株予約権等に関する事項」「業務の適正を

確保するための体制の整備に関する事項」「業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要」「会社の支

配に関する基本方針」、連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」及び計算書類の「株主

資本等変動計算書」「個別注記表」は記載しておりませんので、１頁に掲載の各ウェブサイトに「交付書面

省略事項」として掲載しております。従いまして、当該書面は、監査役が監査報告の作成に際して監査をし

た事業報告、連結計算書類及び計算書類並びに会計監査人が会計監査報告の作成に際して監査をした連結計

算書類及び計算書類の一部であります。

■ 電子提供措置事項の内容について株主総会前日までに修正すべき事項が生じた場合は、１頁に掲載の各ウェ

ブサイトに、修正後の電子提供措置事項を掲載し、修正した内容をご案内させていただきます。
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議決権行使についてのご案内

当日ご出席の場合
事前行使のご案内

郵送により議決権を
行使する場合

インターネット等による
議決権行使の場合

当日ご出席の際は、お手数ながら
同封の議決権行使書用紙を会場受
付にご提出くださいますようお願
い申しあげます。

同封の議決権行使書用紙に議案に
対する賛否をご表示いただき、行
使期限までに到着するようご返送
ください。
議決権行使書面において、各議案
に賛否の表示がない場合は、賛成
の意思表示をされたものとして取
り扱わせていただきます。

当社の指定する議決権行使ウェブ
サイトをご利用いただき【インタ
ーネット等による議決権行使のご
案内】をご参照の上、行使期限ま
でに賛否をご入力ください。

株主総会開催日時 行使期限 行使期限

2026年６月25日（木曜日）
午後１時［受付開始:12時（正午）］

2026年６月24日（水曜日）
午後５時到着

2026年６月24日（水曜日）
午後５時締切

●複数回にわたり行使された場合の議決権の取扱い
（1）書面とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内

容を有効として取扱わせていただきます。
（2）インターネットにより複数回数にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせ

ていただきます。また、パソコン又はスマートフォンで重複して議決権を行使された場合も、最後に行使
された内容を有効とさせていただきます。
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機関投資家の皆様へ
機関投資家の皆様に関しましては、本総会につき、株式会社ＩＣＪが運営する「議決権電子行使プラットフォーム」
から電磁的方法による議決権行使を行っていただくことも可能です。

QRコードを読み取る方法
議決権行使書副票に記載のログインID・仮パスワード
を入力することなく、議決権行使サイトにログインするこ
とができます。

議決権行使書副票（右側）に記載のQRコード
を読み取ってください。1

以降は画面の入力案内に従って賛否をご入
力ください。2

ご注意事項
議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用

（インターネット接続料金等）は、株主様のご負担となります。

議決権行使書
〇〇〇〇株式会社 御中
株主総会日
〇年〇月〇日

議決権の数
〇〇〇〇個

〇〇〇〇株
〇〇〇〇個

ログインＩＤ
仮パスワード

1.
2.

3.
ログイン用
QRコード

株主総会日
〇年〇月〇日

議決権の数
〇〇〇〇個

第３号
第４号
第５号
第６号

賛
賛
賛
賛

否
否
否
否

1.
2.

3.

ログインID・仮パスワードを入力する方法

議決権行使
サイト https://evote.tr.mufg.jp/

議決権行使サイトにアクセスしてください。1

議決権行使書用紙に記載された「ログイン
ID」及び「仮パスワード」を入力。2

以降は画面の入力案内に従って賛否をご入
力ください。3システム等に関するお問い合わせ

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部（ヘルプデスク）
電話　0120－173－027（通話料無料）

（受付時間　午前９時から午後９時まで）

「ログインID・仮パス
ワード」を入力

「ログイン」をクリック

「次の画面へ」を
クリック

※QR コードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

4

インターネット等による議決権行使のご案内
インターネットによる議決権行使は、下記の事項をご確認いただきまして、議決権を行使くださいますようお願
い申しあげます。

議決権行使期限 2026年6月24日(水曜日) 午後5時締切
（ただし、毎日午前2時30分から午前4時30分までは取り扱いを休止します。）
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議案及び参考事項

第１号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

1．期末配当に関する事項

当社は、株主の皆様に対する安定的・継続的な利益還元を経営の重要政策と位置づけておりま
す。配当については、DOE（株主資本配当率）4.0％以上を目安に実施してまいります。
加えて、企業価値の持続的向上を目指す上で、連結ROEが8％以上となるまで、還元性向100

％超となる株主還元（特別配当/自己株式取得）を機動的に実施してまいります。
以上の方針のもと、第130期の期末配当につきましては、下記のとおりとさせていただきま

す。

１配当財産の種類
金銭といたします。

２株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき 金216円（普通配当147円、特別配当69円）
総 額 6,770,510,496円

３剰余金の配当が効力を生じる日
2026年６月26日
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2．その他の剰余金の処分に関する事項

株主還元等の機動的な資本政策の実現を可能とするため、以下のとおり別途積立金の一部を取
り崩し、繰越利益剰余金に振り替えることとさせていただきます。

１減少する剰余金の項目及びその額
別途積立金 10,000,000,000円

２増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 10,000,000,000円

（注）当社は、2025年4月1日を効力発生日として、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行ってお
り、株式分割を考慮した金額を記載しております。なお、実際の配当金額は、第126期は140円00
銭、第127期は147円00銭、第128期は153円00銭、第129期は390円00銭であります。
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第２号議案 取締役９名選任の件

取締役全員９名は本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役９名の
選任をお願いするものであります。なお、当社では、コーポレートガバナンス・ガイドラインに
おいて、取締役の資格及び指名手続きに関する方針を定めており（当社ウェブサイト
（https://www.gunze.co.jp/ir/policy/governance/））、本議案における取締役候補者はすべ
てこの方針のもと選任しております。該当事項については、16頁の「ご参考１」を参照くださ
い。また、各取締役候補者のスキルについては、19頁の「ご参考３」を参照ください。
取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号 氏 名 地位及び担当 取締役会出席率 取締役
在任期間

１ 再 任 男 性
さ ぐち とし やす

佐 口 敏 康 代表取締役社長、社長執行役員、
指名・報酬委員

100％
(13回/13回) 12年

２ 再 任 男 性
おか たか ひろ

岡 高 広 代表取締役、専務執行役員、
経営戦略部長、指名・報酬委員

100％
(13回/13回) 2年

３ 再 任 社 外
独 立 男 性

くじら おか おさむ

鯨 岡 修 取締役、指名・報酬委員 100％
(13回/13回) 7年

４ 再 任 社 外
独 立 女 性

き だ り え

木 田 理 恵 取締役、指名・報酬委員 100％
(13回/13回) 6年

５ 新 任 社 外
独 立 女 性

ふな と き み こ

船 戸 貴 美 子 ー ー ー

６ 再 任 男 性
さわ だ ひろ かず

澤 田 博 和 取締役、常務執行役員、
財務経理部長

100％
(13回/13回) 3年

７ 再 任 男 性
おく だ とも ひさ

奥 田 智 久 取締役、常務執行役員、
プラスチックカンパニー長

100％
(13回/13回) 2年

８ 再 任 男 性
かわ にし りょう じ

河 西 亮 二 取締役、執行役員、
アパレルカンパニー長

100％
(13回/13回) 5年

９ 再 任 男 性
まつ だ しょう じ ろう

松 田 晶 二 郎
取締役、執行役員、
グンゼメディカル㈱代表取締役社長、
メディカル事業部長

100％
(9回/9回) 1年

（注）1．松田晶二郎氏につきましては、2025年６月25日の取締役就任後の状況を記載しています。
2．取締役在任期間は、本株主総会終結時となります。
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候補者
番 号 １ さ ぐ ち と し や す

佐口 敏康 再任 男性

生年月日

1961年11月14日

所有する当社の株式の数

40,377株

取締役在任年数

12年
（本総会終結時）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1984年３月 当社入社
2014年６月 当社 取締役に就任

当社 取締役 兼 執行役員、プラスチックカンパニー長
2017年４月 当社 常務取締役 兼 常務執行役員、経営戦略部長
2018年６月 当社 代表取締役 兼 常務執行役員、経営戦略部長
2019年２月 指名・報酬委員会 委員に就任（現任）
2020年６月 当社 代表取締役 兼 専務執行役員、経営戦略部長
2021年６月 当社 代表取締役社長 兼 社長執行役員（現任）

取締役候補者とした理由
同氏は、2021年６月に当社代表取締役社長兼社長執行役員に就任しております。以降、大きく変わる市場環境下において経営ト

ップとして社会的価値と経済的価値の両立を見据え、成長戦略と構造改革を実行し、成果に繋げてまいりました。現在推進中の中期
経営計画（VISION2030）の目標達成と当社グループの更なる企業価値向上を図るために、その牽引役として必要不可決と考えるこ
とから、引き続き取締役候補者としました。

候補者
番 号 2 お か た か ひ ろ

岡 高広 再任 男性

生年月日

1963年４月14日

所有する当社の株式の数

14,715株

取締役在任年数

２年
（本総会終結時）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1987年４月 当社入社
2017年４月 当社 執行役員、プラスチックカンパニー長
2022年４月 当社 常務執行役員、経営戦略部長
2024年 6 月 当社 取締役に就任

当社 取締役 兼 常務執行役員、経営戦略部長
2025年４月 当社 取締役 兼 専務執行役員、経営戦略部長
2025年 6 月 当社 代表取締役 兼 専務執行役員、経営戦略部長（現任）

指名・報酬委員会 委員に就任（現任）

取締役候補者とした理由
同氏は、主にプラスチック部門での豊富な経験と幅広い知識、また傘下海外子会社の代表の経験から、グローバルな視点も有して

おります。2022年4月からは、経営戦略部長として全社戦略の立案と実行、また事業構造改革の推進役を担い、現在推進中の中期経
営計画（VISION2030）の策定から各戦略の実行に際してリーダーシップを発揮しております。2025年6月に代表取締役に就任し
ており、今後の目標達成と当社グループのさらなる企業価値向上には必要不可欠と考えることから、引き続き取締役候補者としまし
た。
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候補者
番 号 3 くじら お か おさむ

鯨岡 修 再任 社外 独立 男性

生年月日

1955年９月25日

所有する当社の株式の数

3,800株

社外取締役在任年数

７年
（本総会終結時）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1978年４月 ㈱日本経済新聞社入社
1988年３月 日経マグロウヒル㈱（現 ㈱日経ビーピー）出向
2003年３月 同社 執行役員、事業局長に就任
2006年１月 同社 執行役員、医療局長、㈱日経メディカル開発 代表取締役社長に就任
2009年３月 同社 執行役員、日経BPアメリカ社社長、日経BPヨーロッパ社社長に就任
2015年２月 ㈱日経メディカル開発 代表取締役社長に就任
2019年６月 当社 取締役及び指名・報酬委員会 委員に就任（現任）
2019年10月 濁音㈱ 代表取締役社長に就任（現任）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
同氏には、約７年間当社の社外取締役として、出版社の執行役員としての要職歴を活かし、特に当社の成長事業であるメディカル

分野の幅広い知見に基づく客観的な視点を当社の経営に反映いただくとともに、独立・公正な立場から業務の執行の監督に尽力いた
だきました。また、指名・報酬委員として、積極的な提言や助言を通じて当社グループのコーポレート・ガバナンス向上へ貢献いた
だいております。当社はその経験・能力を高く評価しており、同氏が社外取締役に選任された場合の役割として、それらに基づく豊
富な経験とメディカル分野の幅広い知見からの監督とアドバイスを行っていただくことが期待されるため、引き続き社外取締役候補
者としました。
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候補者
番 号 4 き だ り え

木田 理恵 再任 社外 独立 女性

生年月日

1969年5月27日

所有する当社の株式の数

2,300株

社外取締役在任年数

６年
（本総会終結時）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1989年４月 ㈱ルイ・ジタン入社
1991年 4 月 ㈱レスコフォーメイション入社
2000年10月 ㈱イデイ入社
2003年４月 ㈱ハー・ストーリィ入社
2009年11月 ㈱レスコフォーメイション入社 常務取締役に就任
2010年 8 月 同社内に「女ゴコロマーケティング研究所」創設 所長に就任
2013年４月 ㈱女ゴコロマーケティング研究所設立 代表取締役に就任（現任）
2020年６月 当社 取締役及び指名・報酬委員会 委員に就任（現任）
2024年 5 月 ㈱オークワ 社外取締役に就任（現任）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
同氏は、女性の価値観、ライフスタイル、購買行動などの研究に長きに亘り要職として携わり、独自の視点で多くのクライアント

にマーケティング活動の支援をしております。約６年間当社の社外取締役として、特にＢtoＣ取引や女性活躍推進において、その豊
富な経験と識見に基づく客観的な視点を当社の経営に反映いただくとともに、独立・公正な立場から業務の執行の監督に尽力いただ
きました。また、指名・報酬委員として、積極的な提言や助言を通じて当社グループのコーポレート・ガバナンス向上へ貢献いただ
いております。当社はその経験・能力を高く評価しており、同氏が社外取締役に選任された場合の役割として、それらに基づく豊富
な経験とマーケティングや女性活躍推進の幅広い知見からの監督とアドバイスを行っていただくことが期待されるため、引き続き社
外取締役候補者としました。
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候補者
番 号 5 ふ な と き み こ

船戸 貴美子 新任 社外 独立 女性

生年月日

1969年3月5日

所有する当社の株式の数

−株

社外取締役在任年数

ー
（本総会終結時）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1991年４月 ㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行
1998年４月 弁護士登録（大阪弁護士会）

アイマン総合法律事務所入所 (現任）
2021年 6 月 共英製鋼㈱社外取締役に就任（現任）
2025年 4 月 ㈱きんえい社外取締役に就任（現任）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
同氏は、弁護士として幅広い分野の経験・識見が豊富であり、当社取締役会の意思決定に際して、法令を含む企業社会全体を踏ま

えた客観的視点で的確な指導・助言をいただくため、また他社の社外取締役として会社経営に関与している経験を活かし、当社の社
外取締役として、適切に監督とアドバイスを行っていただくことが期待されるため、社外取締役候補者としました。
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候補者
番 号 6 さ わ だ ひ ろ か ず

澤田 博和 再任 男性

生年月日

1965年３月11日

所有する当社の株式の数

12,042株

取締役在任年数

３年
（本総会終結時）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1988年４月 当社入社
2022年４月 当社 執行役員、プラスチックカンパニー次長 兼 プラスチックカンパニー経営管理部長
2023年４月 当社 執行役員、財務経理部長
2023年 6 月 当社 取締役に就任

当社 取締役 兼 執行役員、財務経理部長
2026年 4 月 当社 取締役 兼 常務執行役員、財務経理部長（現任）

取締役候補者とした理由
同氏は、当社主要事業の管理部門の要職を歴任し、主に財務経理部門での豊富な経験と幅広い知見を有しております。2023年4月

からは、財務経理部長として決算業務全般の適切な推進や資本効率の改善に努めており、現在推進中の中期経営計画
（VISION2030）の財務戦略の策定および実行に尽力しております。今後も当社グループの資本コスト経営を更に推進し、企業価値
向上を図るために必要不可欠と考えることから、引き続き取締役候補者としました。

候補者
番 号 7 お く だ と も ひ さ

奥田 智久 再任 男性

生年月日

1965年４月26日

所有する当社の株式の数

8,480株

取締役在任年数

２年
（本総会終結時）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1989年４月 当社入社
2020年４月 当社 執行役員、技術開発部長
2024年 6 月 当社 取締役に就任

当社 取締役 兼 執行役員、技術開発部長
2026年 4 月 当社 取締役 兼 常務執行役員、プラスチックカンパニー長（現任）

取締役候補者とした理由
同氏は、主にプラスチック部門の技術部門での豊富な経験と幅広い知識、また傘下海外子会社の代表として、グローバルな経験も

有しております。2020年4月からは、技術開発部長として、当社グループの技術革新及び生産性・品質の向上、事業活動における環
境負荷低減の取り組みに尽力してきました。現在はプラスチックカンパニー長として機能ソリューション事業の成長実現に取り組ん
でおり、当社グループの企業価値向上を図るために必要不可欠と考えることから、引き続き取締役候補者としました。
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候補者
番 号 8 か わ に し りょう じ

河西 亮二 再任 男性

生年月日

1962年12月7日

所有する当社の株式の数

9,992株

取締役在任年数

５年
（本総会終結時）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1986年４月 当社入社
2020年４月 当社 執行役員、アパレルカンパニー経営管理部長
2021年４月 当社 執行役員、アパレルカンパニー長
2021年６月 当社 取締役に就任

当社 取締役 兼 執行役員、アパレルカンパニー長（現任）

取締役候補者とした理由
同氏は、傘下海外子会社の代表を含む当社グループの多様な事業部門での経営管理の豊富な経験と幅広い知見を有しております。

2021年4月からは、アパレルカンパニー長として厳しい環境下での事業運営を担い、構造改革を推進しております。現在推進中の中
期経営計画（VISION2030）におけるアパレル部門の抜本的な構造改革の断行と再生に向けた取組などを推進し、当社グループの企
業価値向上を図るために必要不可欠と考えることから、引き続き取締役候補者としました。

候補者
番 号 9 ま つ だ し ょ う じ ろ う

松田 晶二郎 再任 男性

生年月日

1969年1月14日

所有する当社の株式の数

6,449株

取締役在任年数

１年
（本総会終結時）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1993年 4 月 当社入社
2021年 6 月 当社 メディカル事業部長
2022年 4 月 当社 執行役員、メディカル事業部長
2022年10月 当社 執行役員、グンゼメディカル㈱代表取締役社長

兼 当社 メディカル事業部長
2025年 6 月 当社 取締役に就任

当社 取締役 兼 執行役員、グンゼメディカル㈱代表取締役社長
兼 当社 メディカル事業部長（現任）

取締役候補者とした理由
同氏は、主にメディカル部門での研究開発から傘下海外子会社の代表といった豊富な経験と幅広い知識を有しており、生体吸収性

材料を中心とした医療機器の開発・生産・販売に取り組んでまいりました。現在はグンゼメディカル㈱代表取締役社長、メディカル
事業部長として、事業拡大に尽力しており、現在推進中の中期経営計画（VISION2030）でメディカル事業の成長拡大を通じて企業
価値向上を目指す当社グループに必要不可欠と考えることから、引き続き取締役候補者としました。
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（注）1．船戸貴美子氏は新任の取締役候補者であります。
2．各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。また、各社外取締役候補者の重要な兼職先と当社との間に

は過去を含め顧問契約はなく、取引額は連結売上高の1％未満となっております。
3．当社は、社外取締役の選任にあたり、会社法上の要件に加え、東京証券取引所が規定等で定める独立性に関する判断基準を

満たし、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を選任しており、鯨岡修、木田理恵、船戸貴美子の３氏が原案どおり
選任された場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員となる予定であります。

4．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社取締役を含む
被保険者の職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる損害を当該保険契
約によって補填することとしております。各候補者が原案どおり選任された場合、当該保険契約の被保険者となります。ま
た、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

5．社外取締役候補者について
（1）責任限定契約について

当社は、鯨岡修、木田理恵の両氏との間で会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しており
ます。当該契約に基づく賠償責任限度額は、金600万円又は法令で定める最低責任限度額のいずれか高い金額となり、両
氏を含め船戸貴美子氏が原案どおり選任された場合も同内容の責任限定契約を締結する予定であります。

（2）指名・報酬委員について
当社は、社外取締役全員が指名・報酬委員会の委員としてその責務を果たしており、各社外取締役候補者が原案どおり
選任された場合も、当該委員になる予定であります。

（3）氏名表記について
船戸貴美子氏の戸籍上の氏名は、上田貴美子であります。

また、会社法施行規則第74条に定める、取締役の選任に関する議案に記載すべき事項につきましては、上記の他に特記すべ
き事項はありません。
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第３号議案 補欠監査役１名選任の件
現在の補欠監査役選任の効力は、本総会の開始の時までとなっておりますので、監査役が法令

に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名の選任をお願いするものでありま
す。補欠監査役の選任の効力は、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株
主総会の開始の時までであります。また、補欠監査役候補者につきましては、本定時株主総会に
おける選任後、その就任前に監査役会の同意を得て、取締役会の決議により選任を取消すことが
できるものといたします。なお、当社では、コーポレートガバナンス・ガイドラインにおいて、
監 査 役 の 資 格 及 び 指 名 手 続 き に 関 す る 方 針 を 定 め て お り （当 社 ウ ェ ブ サ イ ト
（https://www.gunze.co.jp/ir/policy/governance/））、本議案における補欠監査役候補者は、
この方針のもと選任しております。該当事項については、16頁の「ご参考１」を参照ください。
本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は次のとおりであります。

まえ かわ な お き

前川 直輝 補欠の社外監査役候補者

生年月日

1975年１月15日

所有する当社の株式の数

ー株

略歴、地位及び重要な兼職の状況

2001年10月 弁護士登録（大阪弁護士会）
2003年１月 株式会社キュリアス監査役に就任（現任）
2006年３月 しんめい法律事務所設立
2017年12月 アメリカ合衆国カリフォルニア州弁護士登録
2018年３月 Maekawa国際法律事務所設立（現任）

補欠の社外監査役候補者とした理由
同氏は、弁護士としての専門的な知識や幅広く国際的な実務経験を有していることから、当社の社外監査役としての職務を適切に

遂行できるものと判断し、補欠監査役候補者としました。

（注）1．前川直輝氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
2．当社は、社外監査役の選任にあたり、会社法上の要件に加え、東京証券取引所が規定等で定める独立性に関する判断基準を

満たし、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を選任しております。前川直輝氏が社外監査役に就任された場合、東
京証券取引所に独立役員として届け出る予定であります。

3．当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し被保険者が負担することとなる、その職務の執行に関し責任を
負うこと、又は、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害を当該保険会社により補填するこ
ととしております。前川直輝氏が社外監査役に就任された場合、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。

4．補欠の社外監査役候補者との責任限定契約について
当社は、現行定款第34条で社外監査役との間において、社外監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときに
限り、当社に対して賠償すべき額は、金600万円又は法令の定める最低限度額のいずれか高い金額を限度とする旨を定めてお
ります。これにより当社は、前川直輝氏が社外監査役に就任した場合には、当該責任限定契約を締結する予定であります。
なお、会社法施行規則第76条に定める、監査役選任に関する議案に記載すべき事項につきましては、上記の他に特記すべき

事項はありません。
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「ご参考１」コーポレートガバナンス・ガイドライン一部抜粋
１ 取締役の資格及び指名手続き
（１）当社の取締役は、優れた人格、見識、能力及び豊富な経験とともに、高い倫理観を有している者でなけれ

ばならない。
（２）当社は、取締役候補者を決定するに際しては、当社グループの事業活動について適切かつ迅速な意思決定

と執行の監督を行うことができるよう、ジェンダーや国際性を含む多様性に配慮しながら、取締役会全体
として、各事業分野、人事、財務経理、技術開発・研究等について知識・経験・能力を有する社内出身の
取締役と、社外の専門的な知識・経験と公正かつ客観的な立場から積極的な助言・提言できる複数の社外
取締役を選任し、多様かつバランスのとれた取締役会を構成することを基本方針とする。

（３）当社のすべての取締役は、毎年、株主総会決議による選任の対象とされる。
（４）新任取締役（補欠取締役を含む）の候補者は、本条を踏まえ、取締役会全体としての知識・経験・能力の

バランス、多様性及び規模について、代表取締役と社外取締役で構成され、社外取締役を議長とする取締
役会の諮問機関である指名・報酬委員会の審議を経た上で、取締役会で決定する。

２ 監査役の資格及び指名手続き
（１）当社の監査役は、優れた人格、見識、能力及び豊富な経験とともに、高い倫理観を有している者でなけれ

ばならない。当社の監査役のうち最低１名は、財務・会計に関する適切な知見を有している者でなければ
ならない。

（２）新任監査役（補欠監査役を含む）の候補者は、本条を踏まえ、指名・報酬委員会での審議及び監査役会の
同意を経た上で、取締役会で決定する。

３ 社外役員の任期及び兼任制限
（１）取締役会は、独立性基準において、最初に就任してから８年を超えて就任している社外取締役及び社外監

査役は、それぞれ社外取締役又は社外監査役の要件を満たさないとする旨を定める。但し、任期途中の社
外監査役については、当該任期満了まで継続できるものとする。

（２）当社の社外取締役及び社外監査役は、当社以外に３社を超えて他の上場会社の取締役又は監査役を兼任し
てはならない。
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「ご参考２」コーポレート・ガバナンスについて
コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方
当社は、企業価値を継続的に増大させていくという経営の基本方針を実現するために、コンプライアンスの

重要性を認識し、社会・経済環境に対応した迅速な意思決定と適時適切な情報開示に努めています。経営の透
明性向上を図ることによって株主価値を高めることが経営上の最も重要な課題のひとつであると考え、その実
現のために、各ステークホルダーとの良好な関係を築くとともに、内部統制機能の強化・整備を図りながら、
コーポレート・ガバナンスの充実に努めていきたいと考えています。

コーポレート・ガバナンス体制
当社は監査役会設置会社であり、監査役会は社外監査役２名を含む監査役４名（2026年３月31日現在）で

構成されています。監査役は、取締役会などの重要会議への出席、事業部門・管理部門への往査、国内外の子
会社調査などを実施し、経営への監視機能を果たしています。
現行の経営体制は、社外取締役３名を含む取締役９名（うち女性２名）です。また、意思決定の迅速化及び

業務執行体制の強化を図るため執行役員制度を導入しており、取締役兼務者６名を含む執行役員16名（2026
年3月31日現在）を選任しています。なお、経営責任の明確化を図るとともに、経営環境の変化により迅速に
対応できる経営体制とするために、取締役及び執行役員の任期は１年としています。
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取締役会
取締役会は株主からの委託を受け、すべての株主のために、効率的かつ実効的なコーポレート・ガバナンス

を実現し、それを通じてグンゼグループが持続的に成長し、長期的な企業価値の最大化を図ることについて責
任を負います。また、その責任を果たすため、経営全般に対する監督機能を発揮して経営の公正性・透明性を
確保するとともに、社長その他の経営陣の指名、評価及びその報酬の決定、グンゼグループが直面する重大な
リスクの評価、対応策の策定、並びに重要な業務執行の決定などを通じて、自社のために最善の意思決定を行
っています。取締役会は原則として月1回開催しており、業務執行に関する重要事項や法令、定款に定められた
事項の決定を行うとともに、取締役の職務執行状態を監督しています。

経営執行会議
取締役会と併せて、代表取締役、役付取締役、機能別担当取締役・執行役員などで構成される経営執行会議

を開催（2025年度は15回開催）し、業務執行に関する重要事項の審議を行い、意思決定の迅速化を図ってい
ます。

指名・報酬委員会
取締役・監査役候補者の指名、経営陣幹部の選任及び取締役の報酬などに関する公正性、客観性を強化する

ことなどを目的に、取締役会の諮問機関として、代表取締役2名と社外取締役3名（2026年3月31日現在）で
構成され、社外取締役を議長とする指名・報酬委員会を設置しています。指名・報酬委員会では、報酬などの
内容、額、種類別の構成比率並びに関連規程を審議し、取締役会に提案するとともに、支給に関する細部取扱
いを協議しています。

取締役会全体の実効性の分析・評価
当社では、すべての取締役・監査役が取締役会の有効性、自らの役員としての業績等について毎年自己評価

を行い、その結果を取締役会に提出し、取締役会は、その集計結果に基づき、毎年、取締役会全体の実効性に
ついて分析・評価を行うこととしており、2019年度からは、自己評価・分析において外部機関の助言を得て実
施しております。
直近の取締役会実効性評価の概要につきましては、当社コーポレート・ガバナンス報告書【補充原則4-11③

取締役会全体の実効性の分析・評価】をご確認ください。

https://www.gunze.co.jp/sustainability/esg/governance/management/

2026年05月20日 14時11分 $FOLDER; 19ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



株主総会参考書類

19

「ご参考３」本定時株主総会後の取締役・監査役（予定）のスキルマトリックス
当社の取締役会の人数は15名以下とし、そのうち２名以上は独立性の高い社外取締役としております。
当社の取締役は、経営戦略に照らし当社グループの事業活動について適切かつ迅速な意思決定と執行の監督を

行うことができるよう、ジェンダーや国際性を含む多様性に配慮しながら、取締役会全体として、各事業分野、
財務経理、技術開発・研究、営業・マーケティング、法務、人事等について知識・経験・能力を有する社内出身
の取締役と、他社での経営経験や社外の専門的な知識・経験と公正かつ客観的な立場から積極的な助言・提言が
できる複数の社外取締役を選任しており、取締役会の構成及び選任については、指名・報酬委員会での諮問・答
申を受け取締役会で決定しております。また、当社の監査役のうち最低１名は、財務・会計に関する適切な知見
を有している者であることとしております。

属性 氏名・役職等 職歴・年齢 指名・報酬
委員会

社内役員 社外役員 主な専門分野
各事業分野の
経営

他社での経営
経験 財務経理 生産技術・

研究開発
営業・

マーケティング 法務 国際性

取

締

役

男性 佐口 敏康
代表取締役会長

12年
満64歳 ● ● ●

男性 岡 高広
代表取締役社長

２年
満63歳 ● ● ● ●

独立
男性

鯨岡 修
社外取締役

７年
満70歳

●
（議長） ● ●

独立
女性

木田 理恵
社外取締役

６年
満57歳 ● ● ●

独立
女性

船戸 貴美子
社外取締役

ー
満57歳 ● ●

男性 澤田 博和
取締役

３年
満61歳 ●

男性 奥田 智久
取締役

２年
満61歳 ● ● ●

男性 河西 亮二
取締役

５年
満63歳 ● ● ●

男性 松田 晶二郎
取締役

１年
満57歳 ● ● ●

監

査

役

男性 鈴木 富夫
常勤監査役

５年
満62歳 ● ●

独立
男性

舩冨 康次
社外監査役

３年
満65歳 ●

独立
男性

中 紀人
社外監査役

３年
満64歳 ●

女性 吉鹿 央子
監査役

１年
満61歳 ● ●

以 上
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１ 企業集団の現況に関する事項
1．事業の経過及びその成果
当連結会計年度（2025年４月１日〜2026年３月31日）における日本経済は、日中関係の悪化など地政学リ

スクの高まりによる輸出の伸び悩みや、資源価格の高騰や円安などの影響による物価上昇により、実質賃金は改
善傾向にあるものの、消費者の節約志向や購入単価抑制は継続しました。加えて、中東情勢やウクライナ情勢の
長期化による原料価格の変動リスクの更なる高まりなど、当社を取り巻く事業環境は、引き続き不透明な状況が
続いております。
このような事業環境のもと、当社グループでは、今期よりスタートした中期経営計画「VISION 2030

stage2」において、「持続可能な事業基盤づくりを進めグローバルに選ばれ続ける会社となる」ために、この期
間を「創りかえる３年間」と定め、機能ソリューション、メディカル事業の強化・拡大、アパレル、ライフクリ
エイト事業の構造改革に向けたスタートを切りました。
当連結会計年度における当社グループの経営成績は以下のとおりであります。

売上高 130,918百万円 営業利益 4,882百万円
前年同期比 4.5％減 前年同期比38.4％減

経常利益 4,920百万円 親会社株主に
帰属する
当期純利益

509百万円
前年同期比39.9％減 前年同期比91.9％減

売上高は、前期末に事業終息した電子部品の売上影響や、プラスチックフィルムの海外での売上減少、アパレ
ルの量販店など既存ルートでの販売減少などにより、6,199百万円の減収となりました。
営業利益は、構造改革中のアパレル事業の在庫適正化に向けた棚卸資産の評価減影響、及びメディカル事業の

中国販売の停滞や固定費等の増加により3,038百万円の減益、経常利益は3,260百万円の減益となりました。ま
た、第１四半期に計上したアパレル事業における事業構造改善費用の影響などにより、親会社株主に帰属する当
期純利益は5,769百万円の減益となりました。
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セグメント別の概況については、次のとおりであります。

機能ソリューション事業 プラスチックフィルム、エンジニアリングプラスチックス、
機械類等

機能ソリューション事業の売上高は47,543百万円（前期比8.9％減）、営業利益は7,234百万円（前期比0.4
％増）となりました。
＜主要な変動要因＞
・プラスチックフィルムは、国内が環境対応新製品の展開などにより増益となりましたが、海外市場におけ

る消費停滞や低価格化の影響を受けました。
・エンジニアリングプラスチックスは、半導体市場での在庫調整局面の長期化影響を受けました。
・電子部品事業の終息により、売上高は約29億円減少しましたが、営業利益は約３億円改善しました。
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メディカル事業 メディカル材料

メディカル事業の売上高は13,197百万円（前期比1.9%増）、営業利益は1,474百万円（前期比39.3%減）
となりました。
＜主要な変動要因＞
・国内は、価格競争の影響はあるものの癒着防止材など吸収性製品の拡販が進みました。
・中国販売は、高額医療規制や、日中関係悪化に伴う日本製品の購入抑制影響を受けました。
・医療用レーザーは、事業縮小に伴う在庫評価損を計上しました。
・事業拡大に向けた設備投資や人員増などの固定費増加影響を受けました。
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アパレル事業 インナーウエア、レッグウエア、アウターウエア、繊維資材

アパレル事業の売上高は58,597百万円（前期比3.6％減）、棚卸資産の評価損が約19億円増加したため営業
損失は1,334百万円（前期は753百万円の利益）となりました。
＜主要な変動要因＞
・生産・物流拠点の集約化や間接部門合理化等の事業構造改革は計画どおりに進捗しており、また、期末に

は集中特化戦略の中で非継続品となる在庫の評価損を計上しました。
・衣料品関連のDtoCルートは、アセドロンやレディスインナーの差異化商品を中心に拡販が進みましたが、

量販店などの既存ルートは、売り場の縮小、消費者の買い控え影響を受けました。
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ライフクリエイト事業 不動産の賃貸及び売買、緑化樹木、スポーツクラブの
運営管理等

ライフクリエイト事業の売上高は12,530百万円（前期比4.4％増）、営業利益は1,232百万円（前期比24.7
％増）となりました。
＜主要な変動要因＞
・不動産関連は、商業施設のリニューアル効果により来館者が増加するなど、好調に推移しました。
・スポーツクラブは、既存店の売上回復と不採算店舗削減により損益が大幅に改善しました。
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2．中長期的なグループの経営戦略と対処すべき課題
【経営の基本方針】

当社グループは、「人間尊重と優良品の生産を基礎として、会社をめぐるすべての関係者との共存共栄をは
かる」という創業の精神を変えてはならない経糸（たていと）、社会からの期待に誠意をもって柔軟に応える
ことを緯糸（よこいと）とし、様々な製品やサービスの提供を通じて時代に求められた社会課題の解決に取り
組み、企業価値の持続的向上を目指しております。

【中期的な経営戦略】
当社グループは、2030年ビジョン「新しい価値を創造し『ここちよさ』を提供することで持続可能な社会

の実現に貢献します」を掲げ、「変革と挑戦」をキーワードに、経済的利益と社会的利益を両立させるサステ
ナブル経営を通じて社会貢献と当社グループの持続的成長の実現を目指す中期経営計画「VISION 2030」を
2022年度より推進しております。
2025年度から2027年度までの3ヵ年を期間とする「VISION 2030 stage2」では、持続的に成長できる

企業に「創りかえる」3年間と位置づけ、企業体質の強化に向けた取り組みを推進しています。
具体的には「アパレル構造改革」を断行することにより、創益事業への再生を図るとともに、2年目にあた

る2026年度は、「ビジネスプロセス改革」と「グローバル競争力と技術の強化」をテーマとして取り組んでい
ます。人事制度改革による人的資本の最大化や、事業の体質強化を目的とした業務効率向上の追求、更に人財
獲得、事業活動における国際視点の実装、DX活用による業務変革への挑戦と差異化技術の研鑽を通じて2030
年のありたい姿の実現を目指してまいります。
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エンプラ・第７工場増設
電子部品事業終息

機能ソリューション

ア パ レ ル

メディカル

基盤整備の３年間（前中計） 創りかえる創りかえる３年間 飛躍する飛躍する３年間セグメント

コア事業の成長と聖域なき構造改革により2030年のありたい姿の実現と
最適な資本構成の構築によりROEの持続的な向上を目指す

2030
営業利益160億円
ROE  10%以上
自己資本比率

60%程度

VISION 2030 stage3
[2028～2030]

2027
営業利益125億円
ROE  8%以上
自己資本比率
60%程度

VISION 2030 stage2
[2025～2027]VISION 2030 stage1

[2022～2024] 2024
営業利益79億円
ROE  5.3%
自己資本比率
74.6%

2021
営業利益49億円
ROE  2.6%
自己資本比率
71.4%

グローバルに
選ばれ続ける
快適創造企業へ

コア事業の成長と聖域なき構造改革により2030年のありたい姿の実現と
最適な資本構成の構築によりROEの持続的な向上を目指す
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（2030年に向けたグランドデザイン）
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（財務戦略）
当社は企業価値の持続的向上のため、事業構造改革（コア事業の成長、聖域なき構造改革）及び資本政策に

よる資本収益性の向上に取り組んでまいります。加えて、資本政策と連動したPER（株価収益率）向上政策に
も取り組み、PBR（株価純資産倍率）向上に努めてまいります。

＜資本政策＞
DEレシオ（負債資本倍率＝有利子負債÷自己資本）0.3倍程度、自己資本1,000億円以上、自己資本比率60

％程度を目安として、以下のキャッシュアロケーション方針及び株主還元方針に基づくバランスシートコント
ロールに取り組み、資本収益性最大化・財務健全性維持を両立する資本の最適化を図ります。なお、当社で
は、この資本構成に基づく株主資本コストを7.2〜7.8％、WACC（加重平均資本コスト）を6.0〜6.5％と推
計しており、VISION 2030 stage2における利益目標を達成することで、資本コストを上回る資本収益性の
実現が可能と考えております。

①キャッシュアロケーション方針
原則、営業キャッシュフローの範囲内で更新投資及び株主還元を実施し、レバレッジや低収益資産売却によ

る創出キャッシュを活用し、成長投資を実施してまいります。

②株主還元方針
当社は、株主の皆様に対する安定的・継続的な利益還元を経営の重要政策と位置づけております。配当につ

いては、DOE（株主資本配当率）4.0％以上を目安に実施してまいります。加えて、企業価値の持続的向上を
目指す上で、連結ROEが8％以上となるまで、還元性向100％超となる株主還元（特別配当/自己株式取得）を
機動的に実施してまいります。
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【目標とする経営指標】

（財務目標）
VISION 2030 stage2 の経営目標は、グループ売上高1,400億円、営業利益125億円、ROE（自己資本利

益率）8％以上、ROIC（投下資本収益率）6.6％以上としております。引き続きROICとGVA※による業績管
理を事業毎に月度単位で実施し資本コストを上回る資本収益性を実現し、企業価値向上に努めてまいります。
※GVA（Gunze Value Added）＝ 税引後営業利益 + 配当金 − 期末投下資本 × WACC（加重平均資本コスト）

上記財務目標に加え、サステナブル経営の視点から2030年度までの非財務目標を以下のとおり設定してお
ります。

（非財務目標）

区分 目標指標 2027年度目標 2030年度目標

環境対応
CO2排出量 削減率（対2013年比） 31％以上 35％以上

エネルギー原単位削減率（対前年） 1％/年以上

企業体質の進化

女性活躍推進

女性管理職比率 14％以上 20％以上

女性社員比率 38％ 41％

女性総合職採用比率 50％ 50％

子育て支援 男性育休取得率 70％ 100％

組織風土づくり エンゲージメントスコア 66点想定 70点想定

働き方改革 年休取得率 80％ 80％
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【セグメント別課題】
機能ソリューション事業においては、持続的な成長と社会的価値の創出に取り組んでおります。
プラスチックフィルム分野では、「社会的利益と経済的利益の両立を基本に、資源循環モデルをグローバル

に展開する」を事業ビジョンに掲げています。サステナブルな社会の実現に貢献することを目標に環境対応型
の新製品を積極的に市場に投入することで、販路の拡大を目指すとともにサーキュラーファクトリー（資源循
環型工場）を中核とした資源循環モデルの確立を進めております。従来の生産・消費モデルから脱却し、資源
の再利用を前提とした「サーキュラーメーカー」への転換を図ることで、増収増益の実現を目指しています。
エンジニアリングプラスチックス分野では、「独自技術の掛け合わせで、より良い環境と快適な暮らしに貢

献する」を事業ビジョンとし、主力のOA市場向け製品において確実な利益創出を図るとともに、今後の医
療・半導体分野における需要拡大への対応として江南工場の増設を行いました。更に、戦略的事業単位
（SBU）として立ち上げたエネルギー分野向け製品を通じて、環境分野への新規開拓を進めております。

メディカル事業においては、「革新的な “バイオマテリアル×デバイス” の提供により、明るい未来を描く」
を事業ビジョンに掲げ、人工皮膚、組織補強材、癒着防止材を中心とした製品群により、着実な売上拡大を図
りながら、グローバルに展開する医療機器企業への成長を目指しております。
事業拡大の加速に向けては、地域ごとの市場特性を踏まえた戦略を推進しております。日本及び中国におい

ては、既存製品の拡販に加えて新製品の開発・上市を積極的に行い、シェア拡大を図ってまいります。欧州及
び米国においては、現地代理店及び販売会社の開拓・育成を通じて販売体制を強化し、市場浸透を進めており
ます。更に、中東・南米・アジア地域においては、各国の規制動向や市場ニーズの調査を通じて、迅速かつ確
実な市場参入を目指してまいります。

アパレル事業においては、2025年度から2026年度の2年間を構造改革期間と位置づけ、アパレル構造改革
チームとしてAXプロを立上げることで再生に向けた取り組みを行っており、順調に成果をあげております。
商品価格の改定とSKU削減を完遂し、当社の強みを活かせる商品構成へ変革させ、生産物流再編、間接部門効
率化及び地産地消への取り組み強化により、資本効率を高め、持続的創益事業に再生してまいります。

ライフクリエイト事業においては、不動産分野では、投資効率を重視した物件管理を強化し、低収益アセッ
トの改善を進めております。グリーン分野では、開発計画における緑化需要の取り込みと大気中のCO2削減に
向け、CO2固定化に積極的に取り組んでまいります。スポーツクラブ分野は、課題店舗への対応を強化すると
ともに、スクール事業の拡大と地域・店舗特性に合わせた特長のあるサービス提供や新業態の開発に取り組ん
でまいります。
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3．設備投資の状況
当期中に実施いたしました設備投資の総額は12,527百万円で、その主なものは次のとおりであります。
・エンジニアリングプラスチックス工場増築
・メディカル工場及び事務所増築
・アパレル海外生産設備

4．資金調達の状況
当期においては、設備投資などの所要資金への充当を目的として、金融機関からの長期借入により、50億円

を調達いたしました。
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130,918

4,882 4,920

509 15.83

売上高 （単位：百万円） 営業利益 （単位：百万円） 経常利益 （単位：百万円）

第128期第127期 第128期第127期 第128期第127期

親会社株主に帰属する当期純利益（単位：百万円） 1株当たり当期純利益 （単位：円）

第128期第127期 第128期第127期

136,030

4,501 130.69130.69

5,812 6,021
132,885

第129期 第130期

6,777

第129期 第130期

6,774

第129期 第130期

5,109

第129期 第130期

150.55150.55

第129期 第130期

137,117 7,921 8,180

6,279 189.70
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５．財産及び損益の状況の推移
（1）企業集団の営業成績及び財産の状況の推移

区 分 第127期
(2022年度)

第128期
(2023年度)

第129期
(2024年度)

第130期
(2025年度)

売上高 （百万円） 136,030 132,885 137,117 130,918
営業利益 （百万円） 5,812 6,777 7,921 4,882
経常利益 （百万円） 6,021 6,774 8,180 4,920
親会社株主に帰属する当期純利益 （百万円） 4,501 5,109 6,279 509
１株当たり当期純利益 （円） 130.69 150.55 189.70 15.83
総資産 （百万円） 165,927 161,971 159,677 153,612
純資産 （百万円） 117,691 120,467 120,982 113,746
（注）2025年4月1日を効力発生日として、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これに

伴い、第127期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり当期純利益を算定しております。
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△197

4,735

1,545 47.97

92,412

売上高

第128期第127期

第128期第127期 第128期第127期

第128期第127期 第128期第127期

（単位：百万円） 営業利益 （単位：百万円） 経常利益 （単位：百万円）

当期純利益 （単位：百万円） 1株当たり当期純利益 （単位：円）

98,192 1,899 7,508

5,725 166.23

93,606

第129期 第130期

1,748

第129期 第130期

6,239

第129期 第130期

5,529

第129期 第130期

162.92

第129期 第130期

96,954 1,976
6,203

4,679 141.36
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（2）当社の営業成績及び財産の状況の推移

区 分 第127期
(2022年度)

第128期
(2023年度)

第129期
(2024年度)

第130期
(2025年度)

売上高 （百万円） 98,192 93,606 96,954 92,412
営業利益又は営業損失(△) （百万円） 1,899 1,748 1,976 △197
経常利益 （百万円） 7,508 6,239 6,203 4,735
当期純利益 （百万円） 5,725 5,529 4,679 1,545
１株当たり当期純利益 （円） 166.23 162.92 141.36 47.97
総資産 （百万円） 140,192 139,456 136,384 129,737
純資産 （百万円） 109,620 110,977 109,168 99,990
（注）2025年4月1日を効力発生日として、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これに

伴い、第127期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり当期純利益を算定しております。
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６．主要な営業所及び工場
（1）当社

本 社 部 門 綾部本社（京都府綾部市）、大阪本社（大阪府大阪市)、東京支社（東京都港区）、研究開発部（滋賀県守
山市ほか）

国 内 生 産 拠 点 守山工場（滋賀県守山市）、江南工場（愛知県江南市）、綾部工場（京都府綾部市）、宮津工場（京都府
宮津市）、津山工場（岡山県津山市）

国 内 販 売 拠 点 各カンパニー、各事業部営業部課（東京都港区、大阪府大阪市ほか）

（2）子会社

国 内 生 産 拠 点 福島プラスチックス㈱（福島県本宮市）、グンゼ包装システム㈱（滋賀県守山市）、グンゼ高分子㈱（神
奈川県伊勢原市）、東北グンゼ㈱（山形県寒河江市）九州グンゼ㈱（宮崎県小林市）

国 内 販 売 拠 点 グンゼメディカル㈱（東京都港区、大阪府大阪市ほか）

海 外 生 産 拠 点

Gunze Plastics & Engineering Corporation of America （米国）、上海郡是新塑材有限公司（中
国）、Gunze Plastics & Engineering of Vietnam Co., Ltd.（ベトナム）、郡是医療器材(深圳)有限公
司（中国）、Gunze(Vietnam) Co., Ltd.（ベトナム）、Thai Gunze Co., Ltd.（タイ）、常熟郡是輔料
有限公司（中国）、PT. Gunze Indonesia（インドネシア）、Gunze Hanoi Co.,Ltd.（ベトナム）

そ の 他 の 拠 点 グンゼ開発㈱（兵庫県尼崎市）、グンゼスポーツ㈱（兵庫県尼崎市）、グンゼグリーン㈱（兵庫県尼崎市）

７．従業員の状況
（1）企業集団の従業員数

従業員数 前期末比
4,102名 △237名

（注）上記には臨時従業員の期中平均雇用人数638名は含みません。

（2）当社の従業員数
従業員数 前期末比 平均年令 平均勤続年数
1,299名 △102名 42才９ヵ月 19年１ヵ月

（注）上記には出向者338名及び臨時従業員の期中平均雇用人数469名は含みません。
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8．重要な子会社の状況
会社名 資本金 当社議決権比率 主要な事業内容等

福島プラスチックス㈱ 390百万円 100.00％ プラスチックフィルムの製造加工

グンゼ包装システム㈱ 310百万円 100.00％ プラスチックフィルムの印刷加工及び販売

グンゼ高分子㈱ 300百万円 100.00％ プラスチックフィルム等の製造加工

グンゼメディカル㈱ 46百万円 100.00％ メディカル材料の仕入販売

東北グンゼ㈱ 100百万円 100.00％ インナーウエアの製造加工

九州グンゼ㈱ 100百万円 100.00％ レッグウエアの製造加工

グンゼ物流㈱ 80百万円 100.00％ 流通加工・倉庫業

グンゼ開発㈱ 250百万円 100.00％ 不動産の賃貸及び売買

グンゼスポーツ㈱ 80百万円 100.00％ スポーツクラブの運営及び管理

グンゼグリーン㈱ 110百万円 100.00％ 緑化樹木の販売
Gunze Plastics & Engineering Corporation of
America 6百万US$ 100.00％ プラスチックフィルムの製造及び販売

上海郡是新塑材有限公司 81百万元 100.00％ プラスチックフィルムの製造及び販売
Gunze Plastics & Engineering of Vietnam
Co., Ltd. 21百万US$ 100.00％ プラスチックフィルムの製造及び販売

郡是医療器材(深圳)有限公司 6百万元 100.00％ メディカル材料の製造販売

Gunze(Vietnam)Co.,Ltd. 6百万US$ 100.00％ インナーウエアの製造及び販売

Thai Gunze Co., Ltd. 180百万THB 55.00％ インナーウエアの製造加工

常熟郡是輔料有限公司 43百万元 100.00％ ミシン糸の製造販売

Gunze Hanoi Co.,Ltd. 180,007百万
VND 100.00％ ミシン糸の製造販売

PT. Gunze Indonesia 4百万US$ 96.11％ ミシン糸の製造販売
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9．主要な借入先の状況
（1）主要な借入先

借 入 先 借 入 金 残 高
シ ン ジ ケ ー ト ロ ー ン 9,500百万円

（注）シンジケートローンの内訳は、㈱京都銀行を幹事とする協調融資5,000百万円、
㈱三菱ＵＦＪ銀行を幹事とする協調融資4,500百万円となります。

（2）コミットメントライン契約
取引金融機関4行とコミットメントライン契約（コミットメント額合計：50億円、契約期間：2020年12月〜

2028年12月）を締結しております。なお、当期末において当該契約に基づく実行残高はありません。

10．その他企業集団に関する重要な事項
特に記載すべき事項はありません。
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２ 会社の株式に関する事項
株式の状況
1.発行可能株式総数 100,000,000株
2.発行済株式の総数 31,587,032株
3.当事業年度末の株主数 47,894名
4.大 株 主（上位10名の株主）

株主名 持株数（千株） 持株比率（％）
日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行 ㈱ 3,954 12.62
㈱ 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 2,628 8.39
グ ン ゼ グ ル ー プ 従 業 員 持 株 会 890 2.84
㈱ 京 都 銀 行 671 2.14
㈱ Ｇ Ｓ Ｉ ク レ オ ス 542 1.73
ＪＰ ＭＯＲＧＡＮ ＣＨＡＳＥ ＢＡＮＫ ３８５７８１ 427 1.36
ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ ＢＡＮＫ ＡＮＤ ＴＲＵＳＴ ＣＯＭＰＡＮＹ ５０５００１ 317 1.01
倉 敷 紡 績 ㈱ 300 0.96
グ ン ゼ 共 栄 会 296 0.94
第 一 生 命 保 険 ㈱ 290 0.93

（注）1．千株未満は切り捨てて表示しております。
2．当社は、自己株式242千株を保有しております。また、持株比率は自己株式を控除した31,344千株を分母として計算してお

ります。

５.当事業年度中に当社役員に対して職務執行の対価として交付された株式の状況
当社は、株主の皆様と更なる株主価値共有を進めるため、また、株価上昇及び企業価値の持続的な向上を図るため、2019年６月25

日開催の第123期定時株主総会において譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議いたしました。これを受け、2025年7月23日開催の取
締役会において譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行うことを決議し、同年8月7日に当社の取締役（社外取締役を除く。）及
び執行役員に対し、当社普通株式を割り当ていたしました。当社の取締役に割り当てた当社普通株式の数は次のとおりです。

株式の種類及び数 交付された者の人数
取締役（社外取締役を除く） 当社普通株式 10,974株 ６名

（参考）取締役を兼務しない執行役員に割り当てた当社普通株式の数は次のとおりです。
株式の種類及び数 交付された者の人数

執行役員 当社普通株式 8,940株 10名
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３ 会社役員に関する事項

1．取締役及び監査役の状況 （2026年3月31日現在）
地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 佐 口 敏 康 社長執行役員、指名・報酬委員
代 表 取 締 役 岡 高 広 専務執行役員、経営戦略部長、指名・報酬委員

取 締 役 中 井 洋 恵 弁護士、ひなた法律事務所、関西ペイント㈱取締役監査等委員、指名・
報酬委員（議長）

取 締 役 鯨 岡 修 濁音㈱代表取締役社長、指名・報酬委員

取 締 役 木 田 理 恵 ㈱女ゴコロマーケティング研究所代表取締役、㈱オークワ社外取締役、
指名･報酬委員

取 締 役 河 西 亮 二 執行役員、アパレルカンパニー長
取 締 役 澤 田 博 和 執行役員、財務経理部長
取 締 役 奥 田 智 久 執行役員、技術開発部長

取 締 役 松 田 晶二郎 執行役員、グンゼメディカル㈱代表取締役社長、当社メディカル事業部
長

常 任 監 査 役 鈴 木 富 夫 常勤

監 査 役 舩 冨 康 次 税理士、舩冨康次税理士事務所、和泉市代表監査委員、東洋炭素㈱社外
監査役

監 査 役 中 紀 人
弁護士、弁護士法人金子・中・森本法律事務所代表弁護士、NPHホール
ディングス㈱社外監査役、イースタン・カーライナー㈱社外監査役、㈱
環境管理センター取締役監査等委員

監 査 役 吉 鹿 央 子 弁護士
（注）1．取締役中井洋恵氏、鯨岡修氏、木田理恵氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であり、東京証券取引所に独

立役員として届け出ております。
2．取締役中井洋恵氏の戸籍上の氏名は、浅見洋惠であります。
3．監査役舩冨康次氏、中紀人氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であり、東京証券取引所に独立役員として

届け出ております。
4．常任監査役鈴木富夫氏は、当社における経理財務部門での経験を有し、また監査役舩冨康次氏は、国税局幹部、税理

士としての豊富な経験があり、いずれも財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
5．ひなた法律事務所、関西ペイント㈱、濁音㈱、㈱女ゴコロマーケティング研究所、㈱オークワ、舩冨康次税理士事務

所、和泉市、東洋炭素㈱、弁護士法人金子・中・森本法律事務所、NPHホールディングス㈱、イースタン・カーライ
ナー㈱、㈱環境管理センターと当社の間には、いずれも特別な関係はありません。

6．当社は、全役員等（執行役員、子会社役員等を含む。ただし、海外子会社については日本から出向している役員に限
る）を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結してお
ります。保険料は特約部分も含め会社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。当該保険
契約では、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けるこ
とによって生ずる損害を当該保険契約によって補填することとしております。ただし、法令違反の行為であることを
認識して行った行為によって生ずる損害は補填されないなど、一定の免責事由があります。当該保険契約には免責額
の定めを設けており、当該免責額までの損害については補填の対象としないこととしております。
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（参考）執行役員の状況
（2026年４月１日現在）

地 位 氏 名 担 当
社 長 執 行 役 員 佐 口 敏 康
専 務 執 行 役 員 岡 高 広 経営戦略部長
専 務 執 行 役 員 木 村 克 彦 エンプラ事業部長
常 務 執 行 役 員 澤 田 博 和 財務経理部長
常 務 執 行 役 員 奥 田 智 久 プラスチックカンパニー長
執 行 役 員 河 西 亮 二 アパレルカンパニー長
執 行 役 員 松 田 晶 二 郎 グンゼメディカル㈱代表取締役社長、当社メディカル事業部長
執 行 役 員 佐 保 一 成 メカトロ事業部長
執 行 役 員 花 岡 裕 史 経営戦略部長付
執 行 役 員 小 倉 誠 人事総務部長
執 行 役 員 中 嶋 順 子 コーポレートコミュニケーション部長
執 行 役 員 石 川 賢 三 繊維資材事業部長
執 行 役 員 山 上 正 文 研究開発部長
執 行 役 員 川 戸 築 経営戦略部次長
執 行 役 員 西 浦 直 樹 エンプラ事業部次長
執 行 役 員 林 直 子 ＩＰ・リーガル部長
執 行 役 員 西 村 仁 宏 グンゼ開発㈱代表取締役社長
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2．当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等
①取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社は、取締役会の決定により取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針（以下、決定方針という）を
定めており、その概要は次のとおりです。

取締役の報酬体系は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能させるため、会社業績とも
連動した報酬体系とし、個々の決定に際しては、各職責を踏まえた適切な水準とすることを基本方針としてお
ります。業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての「基本報酬」、業績指標（KPI）との連動を考慮した「賞
与」及び「株式報酬」により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み「基本報酬」の
みを支払うこととしております。

また、当社は、役員報酬制度をコーポレートガバナンスにおける重要課題のひとつとして位置づけており、
中期経営計画VISION 2030のスタートに合わせて、当社の企業価値の最大化に向けた意欲をより高めるため、
業績連動報酬の割合を高めることとし、額の算定にあたっての業績指標（KPI）は、「賞与」については業績評
価等で重要視しているGVA（経済的付加価値）を、「株式報酬」については株主総利回り（Total
Shareholders Return）とTOPIX との相対評価及びESG評価指標として全社CO2排出量削減目標の達成度合
に基づく評価を採用しております。
②取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

当社取締役の金銭報酬額は、2007年６月27日開催の当社第111期定時株主総会において年額３億円以内
（うち社外取締役2,400万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人としての給与は含まない）と決議してお
ります。当該定時株主総会終結時点での取締役の員数は10名(うち、社外取締役２名)です。また、2019年６
月25日の第123期定時株主総会において譲渡制限付株式報酬制度の導入について決議し、取締役（社外取締役
を除く）に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額１億円以内として
おります。当該定時株主総会終結時点での取締役(社外取締役を除く)の員数は８名です。当社監査役の金銭報
酬の額は、2007年６月27日開催の第111期定時株主総会において年額4,800万円以内と決議しております。
当該定時株主総会終結時点での監査役の員数は３名です。
③取締役及び監査役の報酬等の総額等

区分 支給人数
報酬等の種類別の額

計基本報酬
（固定報酬） 業績連動賞与 業績連動型

株式報酬
取締役

(うち社外取締役)
10人
(3人)

107百万円
(22百万円)

16百万円
(−)

38百万円
(−)

162百万円
(22百万円)

監査役
(うち社外監査役)

5人
(2人)

38百万円
(14百万円)

−
(−)

−
(−)

38百万円
(14百万円)

計 15人 145百万円 16百万円 38百万円 200百万円
（注）1．取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含めておりません。

2．取締役及び監査役の支給人数及び報酬等の額には、2025年６月25日開催の第129期定時株主総会において退任し
た取締役１名及び監査役１名を含めております。
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④業績連動賞与に関する事項
業績連動賞与として取締役に対して賞与を毎年一定の時期に支給しております。業績連動賞与の額の算定基

礎として選定した業績指標の内容は、各事業年度のGVA（経済的付加価値）であり、当該業績指標を選定した
理由は、当社グループの業績や株主利益と連動性があり、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため
に最も適切な指標であると判断したからであります。業績連動賞与の額は個々の役員報酬月額に役位毎に定め
られた役員賞与係数並びにGVA対業績予想増減額に応じた業績連動係数を乗じて算出しております。

なお、当事業年度におけるGVAの実績は△40億円（前事業年度は△９億円）でありました。
⑤業績連動型株式報酬に関する事項

当社の取締役（社外取締役を除く）に対し、中長期的な企業価値向上に対する意識を高めるため、業績連動
型株式報酬として、譲渡制限付株式を毎年一定時期に支給しております。業績連動型株式報酬の額の算定基礎
として選定した業績指標の内容は、各事業年度の株主総利回り（Total Shareholders Return）とTOPIX と
の相対評価及び全社CO2排出量削減目標の達成度合に基づく評価で、当該業績指標を選定した理由は、株主の
皆様との一層の株主価値共有を進め、当社グループの企業価値向上に対する貢献意識を高めるために、また、
環境負荷を低減した事業活動推進のために、最も適切な指標であると判断したからであります。業績連動型株
式報酬の額は個々の役員報酬月額に役位別に定めた係数（固定部分・変動部分）を乗じて算定しており、変動
部分については、TSRとTOPIX との相対評価及び全社CO2排出量削減目標の達成度合に応じた業績連動係数
を乗じて算出しております。

なお、当該事業年度の支給に用いた前事業年度のTSR伸長率（対2021度末比）は152.86％（TOPIX伸長
率：147.24％）、全社CO2排出量削減率（対2013年度比）は37.2％（目標値：28.0％）でした。

各事業年度に割り当てる譲渡制限付株式総数の上限は52,000株（年額１億円以内）で譲渡制限期間は30年
としております。なお、任期満了その他当社取締役会が正当と認める理由により当社の取締役、執行役員他す
べての地位から退任又は退職した場合には譲渡制限が解除されるものとしております。なお、当該株式報酬の
交付状況は、「２会社の株式に関する事項」の「５.当事業年度中に当社役員に対して職務執行の対価として交
付された株式の状況」に記載のとおりです。
⑥その他

当社は、取締役の報酬等に関する公正性、客観性を強化すること等を目的に、取締役会の諮問機関として、
代表取締役と社外取締役で構成され、社外取締役を議長とする指名･報酬委員会を設置しております。指名･報
酬委員会では、報酬等の内容、額、種類別の構成比率並びに関連規程を審議し、取締役会に提案するとともに、
支給に関する細部取扱いを協議しております。また、指名・報酬委員会では、取締役の個人別の報酬等の内容
と決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行った上で答申しているため、取締役会も基本的にその答申を
尊重し、取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
※GVA（Gunze Value Added）＝ 税引後営業利益 + 配当金 ー 期末投下資本 × WACC（加重平均資本コスト）
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3．社外役員に関する事項
（1）社外役員の主な活動状況

地 位 氏 名 主な活動状況

社 外 取 締 役 中 井 洋 恵

当事業年度に開催した13回の取締役会のうち13回出席し、弁護士として企業法
務や一般民事等、幅広い分野での豊富な経験・識見に基づく客観的な視点を当
社の経営に反映いただくとともに、独立・公正な立場から業務の執行の監督に
尽力をいただきました。また、指名･報酬委員会の議長として、執行役員を含む
当社役員の資質、選任プロセス及び指名並びに役員報酬体系等に関して、その
適切性等について検討し、答申を行っております。

社 外 取 締 役 鯨 岡 修

当事業年度に開催した13回の取締役会のうち13回出席し、出版社の執行役員と
しての要職歴を活かし、特に当社の成長事業であるメディカル分野の幅広い知
見に基づく客観的な視点を当社の経営に反映いただくとともに、独立・公正な
立場から業務の執行の監督に尽力をいただきました。また、指名･報酬委員会の
委員として、執行役員を含む当社役員の資質、選任プロセス及び指名並びに役
員報酬体系等に関して、その適切性等について検討し、答申を行っております。

社 外 取 締 役 木 田 理 恵

当事業年度に開催した13回の取締役会のうち13回出席し、女性を中心とした商
品企画、マーケティング、コンサルティング並びに女性活躍推進分野での豊富
な経験・識見に基づく客観的な視点を当社の経営に反映いただくとともに、独
立・公正な立場から業務の執行の監督に尽力をいただきました。また、指名･報
酬委員会の委員として、執行役員を含む当社役員の資質、選任プロセス及び指
名並びに役員報酬体系等に関して、その適切性等について検討し、答申を行っ
ております。

社 外 監 査 役 舩 冨 康 次
当事業年度に開催した13回の取締役会のうち13回、15回の監査役会のうち
15回にそれぞれ出席し、主要な事業場等への実地調査を行う等各部門の業務執
行状況について聴取し、これらの場において、国税局幹部、税理士としての豊
富な経験と財務及び会計に関する専門的知見に基づく提言を行っております。

社 外 監 査 役 中 紀 人
当事業年度に開催した13回の取締役会のうち13回、15回の監査役会のうち
15回にそれぞれ出席し、主要な事業場等への実地調査を行う等各部門の業務執
行状況について聴取し、これらの場において、弁護士としての専門的な知識及
び幅広く豊富な実務経験に基づく提言を行っております。

（2）社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要
社外取締役中井洋恵氏、鯨岡修氏、木田理恵氏は、社外役員を主な構成メンバーとした「役員会合」や社内の各種

報告会、事業所視察等に積極的に出席し、当社グループが中長期的に対処する諸課題について認識を深め、各部門や社
外役員間の相互コミュニケーションを図り、客観的立場から意見を表明することで、取締役会での議論の活性化に繋げ
ております。
（3）責任限定契約の内容の概要

社外取締役及び社外監査役は、当社と会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しており、
当該契約に基づく賠償責任限度額は、金600万円又は法令の定める最低限度額のいずれか高い額となります。
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４ 会計監査人に関する事項

1．会計監査人の名称
協立監査法人

2．報酬等の額
（1）報酬等の額 42百万円
（2）当社及び当社連結子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 45百万円

（注）1．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区
分しておらず、実質的にも区分できないため、(1)にはこれらの合計額を記載しております。

2．監査役会は、会計監査人による当事業年度監査計画の内容、監査時間及び報酬見積り等の妥当性を検討した結果、会計
監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。

3．解任又は不再任の決定の方針
会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査役会は、監査役全

員の同意により解任いたします。また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性を損なう事由の発生によ
り、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合又は監査の適正性をより高めるために会計監査人の変
更が妥当であると判断される場合には、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関
する議案の内容を決定いたします。
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連結貸借対照表 （2026年３月31日現在） （単位：百万円 単位未満切捨て表示）
科 目 金 額 科 目 金 額

資 産 の 部 負 債 の 部
流動資産 69,266 流動負債 27,636

現金及び預金 9,936 支払手形及び買掛金 7,164
受取手形、売掛金及び契約資産 22,560 短期借入金 875
商品及び製品 19,104 コマーシャル・ペーパー 2,000
仕掛品 7,527 １年内返済予定の長期借入金 5,710
原材料及び貯蔵品 6,479 未払法人税等 605
短期貸付金 131 賞与引当金 1,441
その他 3,561 設備関係支払手形 555
貸倒引当金 △35 事業構造改善引当金 786

その他 8,495
固定資産 84,346 固定負債 12,228
有形固定資産 68,899 長期借入金 5,261
建物及び構築物 40,323 関係会社事業損失引当金 7
機械装置及び運搬具 13,671 退職給付に係る負債 2,603
工具、器具及び備品 2,558 長期預り敷金保証金 3,913
土地 9,986 その他 443
リース資産 131 負債合計 39,865
建設仮勘定 2,228 純 資 産 の 部

無形固定資産 1,385 株主資本 101,636
ソフトウエア 1,264 資本金 26,071
その他 121 資本剰余金 6,571

投資その他の資産 14,060 利益剰余金 69,755
投資有価証券 3,530 自己株式 △761
長期貸付金 129 その他の包括利益累計額 10,120
退職給付に係る資産 6,145 その他有価証券評価差額金 979
繰延税金資産 1,284 繰延ヘッジ損益 532
その他 3,176 土地再評価差額金 △13
貸倒引当金 △205 為替換算調整勘定 5,407

退職給付に係る調整累計額 3,214
新株予約権 95
非支配株主持分 1,894
純資産合計 113,746

資産合計 153,612 負債及び純資産合計 153,612
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連結損益計算書 （2025年4月１日から2026年3月31日まで） （単位：百万円 単位未満切捨て表示）

科 目 金 額
売上高 130,918
売上原価 91,042
売上総利益 39,875
販売費及び一般管理費 34,992
営業利益 4,882
営業外収益
受取利息 46
受取配当金 158
為替差益 17
その他の営業外収益 726 947

営業外費用
支払利息 78
持分法による投資損失 23
その他の営業外費用 808 910

経常利益 4,920
特別利益
固定資産売却益 311
投資有価証券売却益 44
補助金収入 396 753

特別損失
固定資産除売却損 346
固定資産圧縮損 396
事業構造改善費用 3,311
その他 473 4,528

税金等調整前当期純利益 1,144
法人税、住民税及び事業税 925
法人税等調整額 △365 559
当期純利益 585
非支配株主に帰属する当期純利益 75
親会社株主に帰属する当期純利益 509
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（参考情報）
連結包括利益計算書（2025年4月１日から2026年3月31日まで） （単位：百万円 単位未満切捨て表示）

科 目 金 額

当期純利益 585
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 95
繰延ヘッジ損益 443
為替換算調整勘定 209
退職給付に係る調整額 2,950
持分法適用会社に対する持分相当額 60 3,759

包括利益 4,344
(内訳)
親会社株主に係る包括利益 4,212
非支配株主に係る包括利益 132
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（参考情報）
連結キャッシュ・フロー計算書（2025年4月１日から2026年3月31日まで）（単位：百万円 単位未満切捨て表示）

科 目 金 額

営業活動によるキャッシュ・フロー 17,271
投資活動によるキャッシュ・フロー △11,585
財務活動によるキャッシュ・フロー △6,320
現金及び現金同等物に係る換算差額 29
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △604
現金及び現金同等物の期首残高 10,541
現金及び現金同等物の期末残高 9,936
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貸借対照表（2026年３月31日現在） （単位：百万円 単位未満切捨て表示）

科 目 金 額 科 目 金 額
資 産 の 部 負 債 の 部
流動資産 59,804 流動負債 21,445

現金及び預金 3,698 支払手形 603
受取手形 2,411 買掛金 4,217
売掛金 14,823 短期借入金 2,224
商品及び製品 12,990 コマーシャル・ペーパー 2,000
仕掛品 5,616 1年内返済予定の長期借入金 5,500
原材料及び貯蔵品 2,887 未払金 1,768
短期貸付金 14,011 未払費用 1,790
その他 3,369 未払法人税等 209
貸倒引当金 △6 預り金 261

賞与引当金 831
固定資産 69,933 設備購入支払手形 552
有形固定資産 35,457 事業構造改善引当金 179
建物 17,441 その他 1,307
構築物 982 固定負債 8,302
機械及び装置 7,409 長期借入金 5,000
車両運搬具 31 退職給付引当金 2,758
工具、器具及び備品 1,041 関係会社事業損失引当金 7
土地 6,611 長期預り保証金 536
建設仮勘定 1,939 負債合計 29,747
無形固定資産 1,185 純 資 産 の 部
ソフトウエア 1,116 株主資本 98,402
その他 68 資本金 26,071
投資その他の資産 33,289 資本剰余金 6,577
投資有価証券 2,421 資本準備金 6,566
関係会社株式 17,594 その他資本剰余金 10
出資金 58 利益剰余金 66,515
関係会社出資金 7,235 利益準備金 12
長期貸付金 2,167 その他利益剰余金 66,503
繰延税金資産 1,162 特別償却準備金 27
その他 4,878 固定資産圧縮積立金 1,011
貸倒引当金 △2,228 別途積立金 59,940

繰越利益剰余金 5,523
自己株式 △761
評価・換算差額等 1,492
その他有価証券評価差額金 960
繰延ヘッジ損益 532
新株予約権 95
純資産合計 99,990

資産合計 129,737 負債及び純資産合計 129,737
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損益計算書（2025年4月１日から2026年3月31日まで） （単位：百万円 単位未満切捨て表示）

科 目 金 額

売上高 92,412
売上原価 69,286
売上総利益 23,126
販売費及び一般管理費 23,324
営業損失 197
営業外収益
受取利息 238
受取配当金 4,367
その他の営業外収益 1,471 6,077

営業外費用
支払利息 66
為替差損 44
その他の営業外費用 1,033 1,144

経常利益 4,735
特別利益
固定資産売却益 17
投資有価証券売却益 44
補助金収入 396
その他 0 458

特別損失
固定資産除売却損 164
投資有価証券売却損 91
固定資産圧縮損 396
関係会社投融資評価損失 931
事業構造改善費用 2,067
その他 388 4,039

税引前当期純利益 1,154
法人税、住民税及び事業税 △322
法人税等調整額 △68 △390
当期純利益 1,545
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2026年５月13日

グンゼ株式会社
取締役会 御中 協立監査法人

大阪事務所
代 表 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 朝 田 潔
代 表 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 手 島 達 哉

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、グンゼ株式会社の2025年４月１日から2026年３月31日までの連結

会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監
査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、グンゼ株式

会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に
表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査

法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関
する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立して
おり、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにあ

る。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視
することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容

に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連

結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告すること

が求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示す

ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを

評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない

かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判

断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入
手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連す
る注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続
企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明
することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況に
より、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象
を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する
ために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任が
ある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な

不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因
を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2026年５月13日

グンゼ株式会社
取締役会 御中 協立監査法人

大阪事務所
代 表 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 朝 田 潔
代 表 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 手 島 達 哉

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、グンゼ株式会社の2025年４月１日から2026年３月31日まで

の第130期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明
細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類

等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査

法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関す
る規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査
人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと
判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにあ

る。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視
することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に

対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算

書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違
以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告すること

が求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示する

ことにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価

し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合に
は当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないか

どうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽
表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判

断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入
手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連す
る注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企
業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又
は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが
求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業
は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと
ともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正
に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な

不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因
を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書

監 査 報 告 書
当監査役会は、2025年4月1日から2026年3月31日までの第130期事業年度における取締役の職務の執行に関して、各

監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

（1）監査役会は、当期の監査方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほ
か、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査規程に準拠し、当期の監査方針、監査計画等に従い、取締役、業務監査
室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を
実施いたしました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要

に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査
いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必
要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株
式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第
100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている
体制（内部統制システム）について、監査役会が定めた内部統制システムに係る監査役監査の実施基準に準拠
し、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、
意見を表明いたしました。

③ 事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号イの基本方針及び同号ロの各取組みについては、取締
役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。

④ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監
査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から
「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監
査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求
めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本
等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本
等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関す

る事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
④ 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針について

は、指摘すべき事項は認められません。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号ロの各取組み
は、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員
の地位の維持を目的とするものではないと認めます。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人協立監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人協立監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年５月14日

グンゼ株式会社 監査役会
常勤監査役 鈴 木 富 夫
社外監査役 舩 冨 康 次
社外監査役 中 紀 人
監 査 役 吉 鹿 央 子

以 上
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京都府綾部市青野町膳所１番地
グンゼ株式会社  本社講堂
電 話 0773-42-3181

会　　場 交　　通

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォントを
採用しています。

環境に配慮した
植物油インキを
使用しています。

●JR山陰本線綾部駅下車　北出口より徒歩約10分
●バス（あやバス）　南出口より約５分
　綾部駅南口発（市立病院前方面）　あやべグンゼスクエア前下車
●綾部IC（舞鶴若狭自動車道）から車で約5分

グンゼ株式会社

あやべ
グンゼ
スクエア

●あやべ特産館
●グンゼ博物苑
●綾部バラ園

駐車場

ガソリン
スタンド

グンゼ
研究所

北部産業創造センター

ステーションホテル
綾部

府営
団地

日東精工
アリーナタクシー

乗場

タクシー乗場
バス停

駅前広場

アスパ

ケーズ
デンキ

（あやべグンゼタウンセンター）

ローソン

ココス 和食さと

保健福祉センター

ストック

駅前広場 日本交通

府道　福知山　綾部線
至国道173号線

北出口

南出口

至舞鶴

至綾部IC

至京都

綾部駅
至福知山

国
道
27
号
線

ココカラ
ファイン

あやべ
健康
プラザ

あやテラス

グンゼ株式会社
本社講堂

ご来場にあたりサポートが必要な株主様は、
事 前にご 連 絡、 ご 相 談 いただきますよう、 
お願い申しあげます。
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